
○治水に加え利水・環境も流域全体であらゆる関係者が他者を尊重しながら協働して取組を深化させるとともに、流域治水・水利用・流域環
境間の「相乗効果の発現」 「利益相反の調整」を図り、一体的に取り組むことで「水災害による被害の最小化」「水の恵みの最大化」「水で
つながる豊かな環境の最大化」を実現させる「流域総合水管理」を推進する。

「流域総合水管理のあり方について」答申 概要
本資料内の数字は答申案の目次に対応 １は「水管理の歴史的変遷」であり割愛

参考資料３－１


